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会議の顛末

本会議（３月２３日）

議長（川上守）

ただいまの出席議員数は８名です。

定足数に達していますので、これより本日

の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

議案第８号 令和８年度若桜町一般会計予

算を議題といたします。

本案に関し、委員長の報告を求めます。

予算審査特別委員会委員長、山本安雄議員。

予算審査特別委員長（山本安雄）

若桜町議会報告第１号、予算審査特別委員

会審査報告。

１付託案件の名称、議案第８号 令和８年度

若桜町一般会計予算。

２審査の経過、令和８年３月１０日の本会

議において、当委員会に付託された上記案件

を審査するため、３月１３日、１６日、１７

日の３日間にわたり委員会を開催し、町長ほ

か各課長及び関係職員の出席を求め、慎重に

審査を行ったので、結果を次のとおり報告し

ます。

３審査の結果、当委員会に付託された議案

第８号は、原案を可決すべきものと決定しま

した。以上です。

議長（川上守）

ただいま委員長の報告がありました。

質疑を省略し、これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第８号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第８号は原案のとおり可

決されました。

日程第２

議案第９号 令和８年度若桜町国民健康保

険事業特別会計予算、議案第１０号 令和８年

度若桜町介護保険事業特別会計予算、議案第

１１号 令和８年度若桜町後期高齢者医療特

別会計予算、議案第１２号 令和８年度若桜町

赤松団地事業特別会計予算、議案第１３号 令

和８年度若桜町財産区造林事業特別会計予算、

議案第１４号 令和８年度若桜町索道事業特

別会計予算、議案第１５号 令和８年度若桜町

住宅新築資金等貸付事業特別会計予算、議案

第１６号 令和８年度若桜町新町団地事業特

別会計予算、議案第１７号 令和８年度若桜町

簡易水道事業会計予算、議案第１８号 令和８

年度若桜町下水道事業会計予算を一括して議

題とします。

本案に関し、委員長の報告を求めます。

予算審査特別委員会委員長、山本安雄議員。

予算審査特別委員長（山本安雄）

若桜町議会報告第２号、予算審査特別委員

会審査報告。

１付託案件の名称、議案第９号 令和８年度若

桜町国民健康保険事業特別会計予算、議案第

１０号 令和８年度若桜町介護保険事業特別

会計予算、議案第１１号 令和８年度若桜町後

期高齢者医療特別会計予算、議案第１２号 令

和８年度若桜町赤松団地事業特別会計予算、

議案第１３号 令和８年度若桜町財産区造林

事業特別会計予算、議案第１４号 令和８年度

若桜町索道事業特別会計予算、議案第１５号

令和８年度若桜町住宅新築資金等貸付事業特

別会計予算、議案第１６号 令和８年度若桜町



新町団地事業特別会計予算、議案第１７号 令

和８年度若桜町簡易水道事業会計予算、議案

第１８号 令和８年度若桜町下水道事業会計

予算。

２審査の経過、令和８年３月１０日の本会

議において、当委員会に付託された上記案件

を審査するため、３月１３日、１６日、１７

日の３日間にわたり委員会を開催し、町長ほ

か各課長及び関係職員の出席を求め、慎重に

審査を行ったので、結果を次のとおり報告し

ます。

３審査の結果、当委員会に付託された議案

第９号、第１０号、第１１号、第１２号、第

１３号、第１４号、第１５号、第１６号、第

１７号、第１８号は、原案を可決すべきもの

と決定しました。以上です。

議長（川上守）

ただいま、委員長の報告がありました。

質疑を省略し、これより討論に入ります。

討論は一括して行います。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第９号から議案第１８号を、一括して

採決します。

お諮りします。

本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９号から議案第１８号

は、委員長報告のとおり可決されました。

日程第３

議案第２４号 若桜町職員の給与に関する

条例の一部改正について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２４号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２４号は原案のとおり

可決されました。

日程第４

議案第２５号 若桜町特別職の職員の給与

及び旅費に関する条例の一部改正について、

を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑は終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２５号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２５号は原案のとおり

可決されました。

日程第５

議案第２６号 若桜町介護保険条例の一部

改正について、を議題とします。



これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２６号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２６号は原案のとおり

可決されました。

日程第６

議案第２７号 若桜町営バスの管理及び運

行に関する条例の一部改正について、を議題

とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２７号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２７号は原案のとおり

可決されました。

日程第７

議案第２８号 若桜町特別会計条例の一部

改正について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２８号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２８号は原案のとおり

可決されました。

日程第８

議案第２９号 公の施設の指定管理者の指

定(若桜駅駅ナカ店舗 わかさカフェ)につい

て、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２９号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）



異議なしと認めます。

したがって、議案第２９号は原案のとおり

可決されました。

日程第９

議案第３０号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜町活性化施設）について、を議題と

します。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３０号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３０号は原案のとおり

可決されました。

日程第１０

議案第３１号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜町エゴマ搾油加工施設）について、

を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３１号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３１号は原案のとおり

可決されました。

日程第１１

議案第３２号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜町精米施設）について、を議題とし

ます。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３２号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３２号は原案のとおり

可決されました。

日程第１２

議案第３３号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜町氷ノ山自然ふれあいの里施設）に

ついて、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。



（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３３号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３３号は原案のとおり

可決されました。

日程第１３

議案第３４号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜町駅前にぎわいプラザ）について、

を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３４号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３４号は原案のとおり

可決されました。

日程第１４

議案第３５号 若桜町過疎地域持続的発展

計画の策定について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３５号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３５号は原案のとおり

可決されました。

日程第１５

議案第３６号 業務委託契約の変更契約の

締結について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３６号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３６号は原案のとおり

可決されました。

日程第１６

議案第３７号 損害賠償の額を定めること

について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。



（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３７号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３７号は原案のとおり

可決されました。

日程第１７

議案第３８号 町道の路線認定について、を

議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３８号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３８号は原案のとおり

可決されました。

暫時休憩します。

   午後 ９時４４分  休 憩

   （追加日程配布）

（新副町長退席）

   午後 ９時４５分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

お諮りします。

ただいま、町長から議案第４０号、議案第

４１号が提出されました。

これを日程に追加し、追加日程第１として

議題にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

議案第４０号、議案第４１号を日程に追加

し、追加日程第１として議題とすることに決

定しました。

日程第１

議案第４０号 若桜町職員等の旅費に関す

る条例の一部改正について、を議題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第４０号 若桜町職員等の旅費に関す

る条例の一部改正について、でございますが、

これは、国家公務員等の旅費支給既定の一部

が改正されたことに伴い、所要の改正を行う

ものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

日程第２



議案第４１号 若桜町副町長の選任につい

て、を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議題になりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第４１号 若桜町副町長の選任につい

て、でございますが、若桜町副町長に次の者

を選任したいと思いますので、地方自治法第

１６２条の規定により、本議会の同意をお願

いするものでございます。

記、住所、八頭郡若桜町大字若桜○○番地、

氏名、山口由企夫、昭和○○年○月○日生ま

れ。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

暫時休憩します。

  午前 ９時４７分  休 憩

  （全員協議室において詳細説明）  

  午前 ９時５１分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

議案第４０号 若桜町職員等の旅費に関す

る条例の一部改正について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第４０号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第４０号は原案のとおり

可決されました。

議案第４１号 若桜町副町長の選任につい

て、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第４１号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり同意することにご異

議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第４１号は原案のとおり

同意することに決定しました。

暫時休憩します。

午前 ９時５３分  休 憩

  （新副町長着席）  

  午前 ９時５３分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

日程第１８



陳情第１号 政府に所得補償（直接支払い）

制度の実現を求める陳情を議題とします。

審査の結果について、常任委員長の報告を

求めます。

総務産業教育民生常任委員長、森田二郎議

員。

総務産業教育民生常任委員長（森田二郎）

若桜町議会報告第３号 総務産業教育民生

常任委員会審査報告。

１付託案件の名称、陳情第１号 政府に所得

補償（直接支払い）制度の実現を求める陳情。

２審査の経過、令和８年３月１０日の本会

議において当委員会に付託された上記案件を

審査するため、３月１８日に委員会を開催し、

慎重に審査を行ったので、結果を次のとおり

報告いたします。

３審査の結果、当委員会に付託された陳情

第１号は不採択とすべきものと決定しました。

以上です。

議長（川上守）

ただいま委員長から報告がありました。

質疑を省略し、これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

陳情第１号を採決します。

お諮りします。

本件に対する委員長の報告は、不採択です。

陳情第１号は、委員長報告のとおり決する

ことにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、陳情第１号は、委員長報告の

とおり不採択とすることに決定しました。

日程第１９

議員提出議案第３号 議会だより調査特別

委員会の設置について、議員提出議案第４号

議会改革調査特別委員会の設置について、議

員提出議案第５号 議会だより調査特別委員

会の設置について、を一括して議題とします。

趣旨説明を求めます。山本安雄議員。

議員（山本安雄）

議員提出議案第３号 議会だより調査特別

委員会の設置について。

若桜町議会委員会条例第５条の規定により、

特別委員会を設置して、閉会中においても次

の事件の調査研究を行いたいので、地方自治

法第１１２条及び若桜町議会会議規則第１４

条の規定により提出する。

令和８年３月２３日提出。提出者、若桜町

議会議員山本安雄。賛成者、若桜町議会議員

森田二郎、同じく山根典明。

１名称、議会だより調査特別委員会

２設置の根拠、地方自治法第１０９条

３調査の目的、議会だよりの編集に関する

ことを調査とするため

４委員の定数、４名

５調査期間、調査終了までといたします。

議員提出議案第４号 議会改革調査特別委

員会の設置について。

若桜町議会委員会条例第５条の規定により、

特別委員会を設置して、閉会中においても次

の事件の調査研究を行いたいので、地方自治

法第１１２条及び若桜町議会会議規則第１４

条の規定により提出する。

令和８年３月２３日提出。提出者、若桜町

議会議員山本安雄。賛成者、若桜町議会議員

森田二郎、同じく山根典明。

１名称、議会改革調査特別委員会。

２設置の根拠、地方自治法第１０９条。

３調査の目的、議会改革に関することを調

査するため。

４委員の定数、８名。議員全員でございま

す。

５調査期間、調査の終了までといたします。

議員提出議案第５号 人口減少問題調査特



別委員会の設置について。

若桜町議会委員会条例第５条の規定により、

特別委員会を設置して、閉会中においても次

の事件の調査研究を行いたいので、地方自治

法第１１２条及び若桜町議会会議規則第１４

条の規定により提出する。

令和８年３月２３日提出。提出者、若桜町

議会議員山本安雄。賛成者、若桜町議会議員

森田二郎、同じく山根典明。

１名称、人口減少問題調査特別委員会。

２設置の根拠、地方自治法第１０９条。

３調査の目的、人口減少に関することを調

査するため。

４委員の定数、８名。議員全員でございま

す。

５調査期間、調査の終了までといたします。

よろしくお願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議員提出議案第３号、第４号及び第５号を

一括して採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議員提出議案第３号、第４号

及び第５号は原案のとおり可決されました。

日程第２０

「特別委員の選任の件」を議題とします。

先ほど設置されました、議会だより調査特

別委員会の４名の委員の選任につきましては、

委員会条例第６条第１項の規定により、議長

において、山根典明議員、森本浩史議員、森

田二郎議員、山本安雄議員をそれぞれ指名し

たいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名しました議員を、

議会だより調査特別委員会の委員に選任する

ことに決定しました。

日程第２１

「閉会中の継続調査について」を議題とし

ます。

総務産業教育民生常任委員会及び議会運営

委員会から、会議規則第７５条の規定により、

お手元に配布しました申出書のとおり閉会中

の継続調査の申出があります。

お諮りします。

各委員会申出のとおり、閉会中の継続調査

とすることにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、各委員会の申出のとおり閉会

中の継続調査とすることに決定しました。

日程第２２

「議員派遣の件」を議題とします。

お諮りします。

議員派遣につきましては、会議規則第１２

７条の規定により、お手元に配布しました「議

員派遣の件」のとおりとしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議員派遣の件については原案

のとおり決定しました。

これで、本日の日程は全部終了しました。

会議を閉じます。

令和８年第２回若桜町議会定例会を閉会し



ます。

   午前１０時０３分  閉 会


